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平成２４年 

第１回宿毛市議会臨時会会議録第１号 

 

    第１日（平成２４年 １月３１日 火曜日） 

午前１０時 開議 

１ 議事日程 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

   第３ 議案第１号から議案第３号まで 

      議案第 １号 副市長の選任につき同意を求めることについて 

      議案第 ２号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ３号 宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正 

             する条例について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 髙 倉 真 弓 君     ２番 山 上 庄 一 君 

   ３番 山 戸   寛 君     ４番 今 城 誠 司 君 

   ５番 岡 﨑 利 久 君     ６番 野々下 昌 文 君 

   ７番 松 浦 英 夫 君     ８番 浅 木   敏 君 

   ９番 中 平 富 宏 君    １０番 浦 尻 和 伸 君 

  １１番 寺 田 公 一 君    １２番 宮 本 有 二 君 

  １３番 濵 田 陸 紀 君    １４番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        岩 本 昌 彦 君 

   次長兼調査係長  朝比奈 淳 司 君 

   議 事 係 長        田 村 泰 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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６ 出席要求による出席者 

   市 長  沖 本 年 男 君 

   企 画 課 長  山 下 哲 郎 君 

   総 務 課 長        弘 瀬 徳 宏 君 

   市 民 課 長  野 口 節 子 君 

   税 務 課 長  沢 田 清 隆 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 

   保健介護課長  村 中   純 君 

   環 境 課 長        松 岡 博 之 君 

   人権推進課長  岩 田 明 仁 君 

   産業振興課長  三 本 義 男 君 

   商工観光課長  河 原 敏 郎 君 

   建 設 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   福祉事務所長  滝 本   節 君 

   水道課長補佐  佐 藤 恵 介 君 

   教 育 委 員 会 

   委 員 長 
松 田 典 夫 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
出 口 君 男 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

金 増 信 幸 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
乾     均 君 

   千 寿 園 長        杉 本 裕二郎 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
島 内 千 尋 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（中平富宏君） これより、平成２４年

第１回宿毛市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において宮本有二君及び濵田陸紀

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日といたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決

定いたしました。 

 日程第３「議案第１号から議案第３号まで」

の３議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（沖本年男君） おはようございます。 

 本日は、平成２４年第１回宿毛市議会臨時会

に御参集いただき、まことにありがとうござい

ます。 

 私は、さきの選挙におきまして、市長の立場

につくこととなりました。宿毛市の直面をして

いるさまざまな課題に向かって、全力で取り組

んでまいります。 

 何よりも職員一同、連携し合い、市民の暮ら

しを守り、希望ある宿毛市を目指して取り組ん

でまいります。 

 詳細な行政方針は、３月の定例議会で表明さ

せていただきますが、議員の皆様からは、御提

言をいただきながら、行政を進めてまいります。

また、市民の皆さんにも貴重な御意見をいただ

きながら、ともに支え合う市政を目指してまい

ります。 

 今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

 提案申し上げました議案について、提案理由

の説明をいたします。 

 議案第１号は、副市長の選任につき同意を求

めるものでございます。 

 空席となっております副市長に、平成２３年

３月まで当市の職員でありました安澤伸一氏を

任命したいので、地方自治法第１６２条の規定

により議会の同意を求めるものでございます。 

 安澤氏の経歴等につきましては、資料として

お手元に提出いたしておりますので重複は避け

ますが、人格、識見とも大変すぐれており、行

政経験からも、副市長として最適任者であると

確信いたしておりますので、御同意いただきま

すようお願い申し上げます。 

 議案第２号は、平成２３年度宿毛市一般会計

補正予算です。 

 総額で１，２６５万円を増額するものです。 

 内容につきましては、民生費では、高知県の

地域子育て創生事業費補助金を活用し、公立保

育所及び子育て支援センターの１０カ所に、３

１５万円でＡＥＤを購入しようとするものです。 

 教育費では、学校の耐震補強工事について、

工法の見直しも含め、さまざまな検討を行って

きたところでございますが、在来工法より安価

で、工期や施工後の状態についても、学校耐震

に適している包帯補強工法と呼ばれるＳＲＦ工

法を今後導入することと方針決定し、既に耐震

補強実施設計を行っている小筑紫中学校校舎及

び片島中学校校舎につきましても、ＳＲＦ工法

による耐震補強を実施したいことから、改めて

耐震補強実施設計業務委託料及び手数料として

９５０万円の予算を計上しております。 

 また、債務負担行為の補正は、沖の島地区で
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実施しているあったかふれあいセンター事業委

託料につきまして、現在の受託者が３月３１日

で委託期間が終了することに伴い、来年度業務

の引き受けができないため、平成２４年４月１

日までに、新たな受託者の選定の必要がありま

すので、限度額２，０５３万７，０００円の債

務負担行為補正予算を計上しております。 

 議案第３号は、宿毛市特別職の職員給与並び

に旅費に関する条例の－部を改正する条例につ

いてでございます。 

 内容は、私の選挙公約の一つであります、市

長の給料を平成２４年２月１日から、私の任期

期間中に限り、７９万９，０００円を５５万円

に減額しようとするものです。 

 ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の

基礎となる給料月額は７９万９，０００円とし

ようとするものです。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

す。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明を終わります。 

○議長（中平富宏君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時０７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０８分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） １１番、質疑を行い

ます。 

 私のこの質疑は、議案第２号別冊、宿毛市一

般会計補正予算案（第１０号）の、ページ８ペ

ージ、教育費の中学校費、学校管理費について

でございます。 

 先ほど、市長から提案理由の説明はいただき

ましたが、３点ほど質疑をさせていただきたい

というふうに思います。 

 まず、１２節の役務費についてでございます

が、耐震補強評定手数料ということで５０万が

計上されておりますが、これは、その後に続く

委託料に対する評定であるというふうには思い

ますが、どのような作業を行い、どのような業

者に委託するのかなということについて、御説

明を願いたいというふうに思います。 

 次に、１３節の委託料９００万についてであ

りますが、小筑紫中学校、片島中学校の校舎耐

震補強実施設計業務委託料というふうになって

おりますが、これは、１年前、２月７日の２３

年第１回臨時会において、きめ細かな交付金を

活用して、２次診断と校舎の耐震補強工事の実

施設計を２，０００万余りをかけて予算化して

いるものであるというふうに思いますが、今回、

また９００万もかけて、新たに設計をしようと

することについて、この今まで行おうとしてい

たブレース工法と、今回、採用しようとするＳ

ＲＦ工法の違いといいますか、選定に至った経

過についてを、御説明願いたいというふうに思

います。 

 もう１点、このきめ細かな交付金を利用して

設計した、前回、２３年２月に予算化した交付

金については、返納等の義務はないのかどうか

についてを御説明願いたいというふうに思いま

す。 

 １回目の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、１１番議員の質疑にお
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答えを申し上げます。 

 議案第２号別冊、平成２３年度宿毛市一般会

計補正予算（第１０号）の８ページ、第１０款

教育費、第３項中学校費、１目学校管理費の、

まず１点目の１２節役務費についての御質問を

いただきました。 

 この耐震診断の評定手数料の内容と、それか

ら委託先ということでございますけれども、議

員御指摘のように、１３節の耐震補強設計を業

者に委託をして行うわけでございますけれども、

その結果が適正なものであるかについて、四国

耐震診断評定委員会という組織がございます。

これは、四国内のすべての耐震補強設計にかか

わっては、こちらで評定をしなければならない

というふうになっておりますけれども、そちら

で評定をしていただいて、その結果、了となれ

ば耐震補強工事という形になってまいります。 

 それから、２点目の１３節委託料９００万円

の補正でございますけれども、この件に関しま

しても、御指摘のように、平成２３年２月７日

に開会の市議会臨時会におきまして、片島中学

校及び小筑紫中学校の校舎、それから片島中学

校の体育館の耐震補強に向けた事業を、国の地

域活性化交付金でございます、きめ細かな交付

金を活用して実施するということで、全額を平

成２３年度に繰り越しをいたしまして、現在、

工期が平成２３年６月２３日から、本年２４年

１月３１日まで、本日までになっておりまして、

完成をいたしておるんですけれども、その工事

を行って、いよいよ教育委員会としては、２４

年度に耐震化工事に向けて取り組みたいという

ことで、作業を進めてまいったところでござい

ますが、昨年の秋に、御質問のように、ＳＲＦ

工法という、いわゆる包帯のようなものを柱に

巻きつけて、耐震補強をする工法という情報を

我々は入手いたしました。 

 それを受けて、昨年の１０月１２日に、既に

この工法で校舎の耐震化を実施いたしておりま

す、四国内では唯一でございますけれども、愛

媛県の西条市に技術者を２名、派遣をいたしま

して、詳細を、情報を収集してまいりました。 

 それから、さらに同年の１１月１６日から１

８日にかけまして、先ほどの２名の技術者及び

教育委員会の担当の係長、合計３名で、この工

法を開発いたしました構造品質保証研究所株式

会社というのが東京にございますけれども、そ

の会社、それから、東日本の大震災で被災をい

たしました宮城県のほうに、この工法を使った

施設があるということで、その現地を視察とい

うことで、宮城県のほうにもこの３日間かけて

行ってまいりました。 

 それを受けて、その後、市長、副市長、それ

から財政当局等も協議を重ねる中で、いわゆる

経費面、それから安全面、さらには教育環境面

も含めて、このＳＲＦ工法が宿毛市の学校施設

を耐震化するには最適ではないかという結論に

至りましたので、本日、臨時議会に提示をさせ

ていただいたというものでございます。 

 それから、３点目でございますけれども、国

の交付金事業を活用しての実施でございます。

このきめ細かな交付金を活用して実施したにも

かかわらず、その実施設計そのものを活用しな

いということについては、交付金の返納の対象

になるんではないかという御質問でございます

けれども、この件については、今、財政当局と

も調整をいたしておりまして、十分、最終的な、

返納しなければならないのかどうかということ

について、まだ結論に至ってないです。 

 これは、最終的には、返納ということも出て

くるかもしれませんけれども、それらを含めて

も、総合的にこの工法で実施したほうが、工事

費も含めて、トータルでは経費の節減になると

いうことから、私どもとしては、この工法で実

施させていただきたいということでございます



－ 6 － 

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） １点だけ、再質疑を

行いたいと思います。 

 今月の１８日の宿毛小中学校の関係のＰＴＡ

を集めた場で、教育委員会、また新市長も出席

した中での執行部からの発言として、この工法

を宿毛中学校の耐震補強にも行いたいというこ

とで、発言があったように思います。 

 その、多分同じ工法やということを前提に質

疑をさせていただくんですが、この工法を使っ

た場合、新築並みの強度が保てるというふうに

発言がありました。 

 保護者にとっては、４０年、５０年たった校

舎が、この包帯工法を行うことによって、新築

並みになるのかという、非常に不安もよく、後

で聞かれるわけですが、この工法が新築並みの

強度になるのかということについて、質疑をい

たします。 

○議長（中平富宏君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、１１番議員の再質疑に

お答えを申し上げます。 

 ＳＲＦ工法で耐震補強工事を行った場合に、

新築校舎並みの、いわゆる年数の耐震化がある

かという御質問でございますけれども、ブレー

ス工法、このＳＲＦ工法ともにでございますけ

れども、基本は建物の倒壊を防ぐと。倒壊する

ことによって、児童生徒が建物に押しつぶされ

て、いわゆるけがをしたり亡くなったりという

ことを防ぐということでございまして、工法は

若干違いますけれども、基本は柱の補強でござ

います。 

 したがって、施設そのものについては、一定、

年数を経過をいたしておりますので、壁、ある

いは天井等の非構造部材といいますけれども、

そういったものも合わせて、耐震化をしていか

ないと、柱、建物の倒壊は防げても、壁にクラ

ックが入ったり、あるいは天井が若干落ちてき

たりということは、当然、考えられます。これ

はやっぱり、基本的には新築をした施設とは、

基本的には違う。 

 けれども、それらも含めて非構造部材につい

ても、今、文部科学省については、建物の倒壊

防止のための耐震化工事とあわせて、非構造部

材についても、ぜひとも耐震化をしなさいとい

う、してくださいという要請が参っております。 

 ただ、宿毛市の場合は、何よりも建物倒壊か

ら子供たちを救おうと、防ぐと、事故を防ぐと

いうことを、重きを置いてますので、非構造部

材については、今の財政状況から直ちに、すべ

ての施設を、耐震化工事と合わせて、非構造部

材ということには、なかなか難しい部分がある

んではないか。 

 何よりも建物の倒壊を防ぎたい、第一に。そ

ういったことで、耐震化工事を行ってまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） 同じことについて、

市長に質疑をいたしたいと思いますが。 

 市長が先ほど申した、１８日のＰＴＡの場で

説明をした、新築並みの強度が保てるというこ

とは、今の教育次長の発言から聞くと、間違い

であるというふうに思いますが、このことにつ

いて、市長の御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 寺田議員の質疑にお答

えをいたします。 

 私が保護者の皆さん方への、意見交換会の場

で申し上げましたのは、現在、県の基準、国の

基準がある、耐震化を、いわゆる耐震構造とす
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るその強度については、新築も、あるいは耐震

化も、そういう規定以上の強度をクリアできる

ということも含めた、同等のという意味であっ

たと、私は思います。 

 それと先ほど、次長が申されましたけれども、

例えば、宿毛中学校におきましても、耐震化を

する場合においても、それと関連をして、例え

ば大規模改修ができないかどうか、そういうこ

とも含めまして、耐震化とあわせて、できるだ

けそういう設備についても、改修をしていく、

そういう方向で、まだ確定、当然してませんけ

れども、私の思いとしては、そういう形で、強

度とともに、その設備面についても、検討して

いくべきではないかなというふうに考えてます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） １１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君） よく理解できないん

ですが、ここ１年の間に、ブレース工法から新

たな工法に変更すると。 

 いろいろな工法があると思うんですよ。これ

以外にも。それが、ここ半年足らずの間に、こ

れしかないみたいな形で説明をされても、私た

ちもこれを聞いている市民、保護者にとっても、

それなら安心やねというふうに、安心をできる

ことにはならない。もっと、十分、説明をした

中で、進めていくべきじゃないかというふうに

思います。 

 これ以上質疑をしても、余り新しい内容が出

てこないと思いますので、質疑は終わりますが、

子供たちの安全と安心のために、よりよい工法

を選択していただくことを願って、質疑を終わ

ります。 

○議長（中平富宏君） ４番今城誠司君。 

○４番（今城政治君） ４番、質疑を行います。 

 私が質疑を行いますのは、議案第３号、宿毛

市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 市長としての職務、職責を考えての月額報酬

５５万円について、その金額の妥当性について、

どのような議論の上で決定しているのか。また、

報酬等審議会が、どのような答申を出されてい

るのか、説明を願いたい。 

 次に、条例の本則を改正することなく、附則

で追記する理由について、その理由をお聞かせ

願いたい。 

 三つ目といたしまして、期末手当、退職金は

従来の金額としているが、宿毛市長の退職金は、

県下でも高知市以外の市において最高の水準で

あります。期末手当、退職金の見直しが必要と

されない理由をお聞かせ願いたい。 

 また、この件について、報酬等審議会での審

議での意見はなかったのかをお聞かせ願いたい。 

 以上、１回目を終わります。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 今城議員の質疑にお答

えをいたします。 

 まず、給料を、現行の７９万９，０００円を

５５万円にするということについての妥当性を

ということでございました。 

 金額、それぞれ５５万でいいか、５４万か、

あるいは５６万かとかいう、そういう細かな形

での数字として出したものではございませんけ

れども、３割カットということを基本にして、

私がこれから市長としての活動、政治活動、あ

るいは生活を含めて、市長としての職務を全う

していくには、私にとりましては、この給料の

５５万円ということで、十分、その職務をこな

していくことができるということを判断をした

ために、さまざま、今までの市長であり、ある

いはこれからの市長でもあり、そういう形と比

べまして、私にとりましては、任期中に限りと

いう形で十分ではないかという思いも持ちまし

て、私特有の、そういう対応であるかもわから

ないので、私としては、そのような形で提案を
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させていただきました。 

 それから、その特別職の報酬等の答申につい

て、聞きたいということでございますけれども、

まず、この答申について申し上げますと、その

答申内容を読ませていただきます。 

 本日、諮問されました宿毛市特別職の報酬等

の改定につきましては、慎重なる審査の結果、

下記のとおり決定されましたので、答申をいた

します。 

 なお、審議会におきましては、下記のような

意見が出されたことも申し添えておきますので、

よろしく取り計らいを願いますとして、答申内

容。 

 諮問された宿毛市特別職の報酬等の額の改定

については、市長からの諮問のとおり認めると

いうことでございます。 

 その先に、私のほうから、諮問をしていまし

た内容について申し上げますと、宿毛市市長の

給料の額を決定するに当たり、宿毛市特別職報

酬等審議会条例第２条の規定に基づき、貴審議

会の意見を求めますとして、諮問内容は、平成

２３年１２月２６日において、市長であった者

には、平成２４年２月１日から任期中に限り、

給料月額を５５万とする。 

 ただし、手当額の算出の基礎となる給料月額

は７９万９，０００円とする。 

 この諮問に対して、先ほどの答申がなされま

した。 

 その中に、主な意見として付記されているも

のは、手当の額の算出の基礎となる給料月額に

ついては、減額後の給料を適用すべきであると

いう意見。あるいは、副市長、教育長の給料に

ついても、市長の給料との整合性を考慮し、市

民の理解を得るべきである。 

 ３点目、現行の給料についても、県下他市町

村と比較した上で、適正な額に見直すべきであ

る。このような意見が出されたということも、

付記をされております。 

 それから、退職手当の、これは４番目ですか

ら、ちょっとまた後で再質疑してください。 

 市長の現在の退職金は非常に高額であると。

県下の市長と比べて。そういう点で、今後、ど

ういうふうに検討するのかということでござい

ます。 

 それから、先の質問とあれするかもしれませ

んけれども、私としては、選挙中の公約として、

先ほど申し上げました根拠から、給料を５５万

にするという形を、約束をさせていただきまし

た。ただし、私の思いとしては、いずれは副市

長、あるいは教育長にも、この方向で賛同して

いただかねばならないという思いもありました

ので、とりあえず、この給料のみについて、減

額にするという思いを、自分はずっと持ってお

りました。 

 ただ、ああいう選挙の法的なところで、給料

３０％カットという形に記載をされております

ので、見られた方は、そこからすべて派生する

手当等の減額についても考えられた方は、当然

おられると思います。 

 ただ、私はより理解をしていただく、その

方々にも賛同していただくために、激減する形

ではなくて、例えば市長にとりましたら、この

５５万円に給料をして、さらに手当、退職金を

減額すると、４年間で２，０００万円の減額に

も値するという形でありますので、そういう点

が果たして教育長、あるいはこれからお願いを

しなきゃいかんですけれども、そういう副市長

も含めて、非常に御無理をかけるということも

ございましたので、私は給料のみについてとい

う形で出させていただきました。 

 今後は、今回も答申、特別職の報酬等審議会

に諮問をする内容についても、一応、一応と申

しますか、教育長や副市長、賛同して、受諾し

てくれるであろう方ともお話し合いをいたしま
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して、給料のみについては、減額する方向で諮

問をしようと、庁議に諮りましたけれども、庁

議の中で幹部の皆さん方から、やはり今回公約

していたのは市長の分のみであるから、副市長

や教育長のそういう内容については、再度、検

討をして、提案をすべきではないかというふう

な方針も、そこで協議いたしまして、私のみの

５５万円ということで、今議会に提出させてい

ただきました。 

 ですから、今後は、適正な県下、高知市と宿

毛市を除く他市町村との平均的な方向に、当然、

私は検討していくべきであろうと。その場合に

は、報酬等審議会をさらに開き、そういう適正

な額に方向を持っていくということは、当然の

ことであろうというふうに感じております。 

 以上でございますが、ちょっと欠けたところ

があったようですので、また再質疑してくださ

い。 

○議長（中平富宏君） ４番今城誠司君。 

○４番（今城誠司君） 少し再質疑をさせてい

ただきます。 

 答弁をお聞きしますと、私には５５万円で十

分だから５５万円を提案して、報酬等審議会の

検証を受けたと。退職金と期末手当については

公約してないので、今回はしない。公約してな

いことは実行せずに、後々、必要であればやっ

ていくということですね。 

 退職金を減らしますと、まだ５５０万程度下

がります。この減額が、財政のことを考えて、

もっともっと効果を生むなら、最高の効果を生

むような、そこまでいくのが普通だと思います。 

 それで、今回、これをのけた理由は、公約に

言ってないからやらんというのは、少しおかし

なことだと思います。 

 そして、ほかの市町村と比較しても、著しく

月額報酬は下がるんですけれども、退職金もか

んがみたら、土佐市、室戸市より、５５万円の

報酬にしても、まだ宿毛市長のほうが多い。や

はり、もっともっと報酬等審議会に、市長とし

ての職務を考えた職務で、報酬がこれで適正で

あるというものを決めていくのが、報酬等審議

会と思います。 

 宿毛市においては、平成１７年から報酬等審

議会は開催されていない。だから、高額なまま

とまっている。それで、選挙公約として出した

分だけ、月額報酬を今回下げた提案だけをして

いる。 

 我々は、期末手当、退職金も同時に、月額報

酬が５５万円という決定なら、その提案をして

いただきたいと思いますが、その点について、

市長はどのように考えているか、再度お願いし

ます。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 今城議員の再質疑にお

答えをいたします。 

 先ほども申し上げましたけれども、給与等に

限った５５万円にしたということは、先ほど申

し上げましたように、他の賛同していただかね

ばならない副市長や、教育長、そういう方々と

もきちんとした連携が、まだとれないという部

分も、特に副市長に限りましては、まだ選任し

ていただいておりませんので、今後、そういう

方々と調整をする中で、当然、考えていかなけ

ればならんことだというふうに思っております。 

 そういう点で、減額すれば減額するほど、財

政効果が高まるというのは、これは当然のこと

でございますけれども、しかし、それはやはり

一つの、市長としての、あるいは副市長として、

教育長としての、そういう他市町村とも比較し

ながら、その職を完全に全うしていく、そうい

う方向との整合性の中で考えなければいけない、

そういう金額であると。 

 私は、自分がその金額がそれであるというこ

とで判断したわけですけれども、退職金等につ
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いては、当然、先ほど、私も今城議員から指摘

がございました、ほかの市町村と比べて、まだ

高いんじゃないかという指摘がございましたけ

れども、それについては、まだ承知しておりま

せんでしたので、今後、そういうことも含めま

して、３月の定例議会までに、きちんとした報

酬等審議会を開く方向の中で、いろんな、また

制約もあるかもしれません。この間開いたばか

りですので。 

 そういうことも検討をしながら、この退職金

についても、県下並みの方向に実施していくと

いうことについては、私は考えておるというこ

とは、お答えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ４番今城誠司君。 

○４番（今城誠司君） まだ、完全な形の、報

酬を見直した形でない答弁と思います。 

 今後とも、しっかりとこの議論をして、報酬

について考えて、また退職金について、過去、

報酬等審議会で審議した形跡がございません。

しっかりとした審議を、よろしくお願いします。 

 以上で質疑終わります。 

○議長（中平富宏君） １２番宮本有二君。 

○１２番（宮本有二君） １２番、質疑をいた

します。 

 議案第１号について、質疑をいたします。 

 人事案件でございますから、市長にお尋ねを

いたしたいと思います。 

 ただいま、提案理由の説明の中でお伺いをい

たしましたが、安澤君を副市長にということで

ございますが、沖本市長が申されたように、人

格、識見とも大変すぐれており、行政経験の上

からも適任者であるという点については、私も

疑う余地はございませんけれども、人事案件で

ございますから、議会の中から満場一致で選ば

れるということがベストであろうと思いますの

で、私もそのような行動をいたしたいという思

いから、２点だけお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 まず、沖本市長が初登庁の際に、「市役所が

一丸となって市民の不信感を払拭することが大

事である」と。「人心を一新して、新しい体制

で、公平公正な市政を目指す」と言っておるこ

とからすると、今回の安澤君をあなたの腹心に

するということになると、市長選挙において、

非常に彼の活躍ぶりは目をみはるものがあった

と思っておりますが、そういうことからすると、

まさしくこれは論功行賞人事になりはしないか

と。 

 そうなると、あなたが目指す、元気で明るい

宿毛市づくりに、若干、支障を来すんではない

かという思いがありまして、もう少し中立的な

立場の人材はいなかったのかどうか、いうこと

について、まず１点お尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 それから、あなたが今、市長給料の３割カッ

トについて御説明をされました。 

 その第一の理由には、財政上の節約という観

点が多々あったと思いますが、そういう思いで

あるならば、副市長人事は、庁内から優秀な課

長を副市長に抜てきするべきではなかったであ

ろうかと。そうすれば、財政的にもかなり助か

るんじゃなかったかという点がございますから、

この２点について、まず質疑をいたしたいと思

います。 

 １回目は以上でございます。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 宮本議員の質疑にお答

えをいたします。 

 １号議案の安澤伸一さんの副市長選任の議案

についてでございますけれども。 

 安澤さんは、市長選挙において、確かに私の

立場から、いろんな形で支援はしていただきま

した。しかし、これは決して、その先を見越し
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て活動をされたものでは、何でもございません。 

 いわゆる、今の、あの当時の現状の市政の中

で、やはりそこを変えるべきではないかという、

みずからのそういう判断のもとに行われたこと

でございまして、私としての、そのような、今

後の論功行賞として、言われたような方向で感

じたこともございませんし、全くそういう思い

もございませんでした。 

 あくまでも、彼はその当時の情勢の中で、自

主的な形で活動をされたということでございま

す。 

 ですから、私としては、そういう、非常に今

の政治をよい方向に進めていきたいという、強

い思いが、逆に私はあったと思いますし、産業

振興を含めまして、あるいはさまざまな、安澤

伸一さんのそういう技量というのは、多くのと

ころに、本当にすぐれたところを持ってます。 

 私は、そういう、安澤氏がさまざまな今まで

の市役所の職であったり、あるいは退職した後

の政治的な活動も含めた、活動の中でも、非常

に大きな、社会的な役割を担える人だというふ

うに判断をいたしましたので、今回、同意を求

める提案をさせていただいているということで

ございます。 

 もう少し、中立的な立場の人はいなかったの

かということについてですけれども、私のさま

ざまなつながりのある人間関係の中で、安澤さ

んを除いて、私はいないと。そういう形で、安

澤さんを提案をさせていただきました。 

 それから、財政上のことであるから、市長も

そういう思いで減額したのではないかと言われ

ましたけれども、確かに私の減額した、給料の

減額についても、確かにそういう意味合いもな

いことはないわけですけれども、私は、これは

自分としての活動の、そういう方向として、こ

の給料で可能だということで判断したわけで、

財政上、財政上とかいう形を持って、そこを強

めて報酬減額したわけではありません。 

 そういうことであるならば、さまざまな今後

の市政の動きの中で、財政を切り詰め、あるい

はそういうさまざまな収入等についても、覚悟

していく、そういう方向で、全力で頑張ってい

く、そういうものが私は財政上、市長としての

大事な立場じゃないかなというふうに思います。 

 そういう点で、内部からというお話も、そう

いう形の中からありましたけれども、十分、こ

の間の安澤氏の、３月いっぱい勤められました、

そういう力量は、今後、発揮できる、先ほど申

しましたような、市長としての財政の向上、確

立、改革、そういうことにつきましても、力を

発揮していただける、そういう人物であると確

信いたしまして、御提案を申し上げました。 

 どうか御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（中平富宏君） １２番宮本有二君。 

○１２番（宮本有二君） 説明は受けましたが、

満腹の理解はできませんけれども、これは市長

と言い合ったところで、その考えが私の見方と

はまた違うものもございますので、よく考えて、

私のほうも、これを同意するかどうか、よく考

えて決めたいと思います。 

 きょうは臨時議会ですので、この議案以外に

は質問ができませんので、３月にまた詳しく御

質問をいたしたいと思いますので、きょうの質

疑はこれにて終わります。 

○議長（中平富宏君） この際、１０分間休憩

をいたします。 

午前１０時４８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時００分 再開 

○議長（中平富宏君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） ７番、質疑をいたしま

す。 
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 議案第２号別冊、平成２３年度宿毛市一般会

計補正予算（第１０号）についてであります。 

 ページ４ページ、第２表債務負担行為補正、

追加についてでありますけれども、宿毛市あっ

たかふれあいセンター事業委託料といたしまし

て、限度額を２，０５３万７，０００円以内と

する提案でございます。 

 御案内のとおり、この事業は、ふるさと雇用

再生特別基金を基金とし、全額国庫補助で、２

３年度まで行われております。本市におかれま

しても、平成２１年度１０月から、宿毛市の沖

の島でこのあったかふれあいセンターの事業を

開設をし、今日まで取り組まれておるところで

ございます。 

 また、財政的にも２４年度以降につきまして

は、このふるさと雇用再生特別基金が切れると

いうことで、２分の１を高知県、２分の１を地

方自治体ということで運営をされるようになっ

ております。 

 そうした厳しい財政状況の中で、この２３年

度予算を見てみますと、約１，５００万の予算

で、沖の島あったかふれあいセンターを運営さ

れております。 

 ２４年度、このように２，０００万円強にな

った理由等について、事業の新規開拓もあろう

かというふうに思いますけれども、御説明をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平富宏君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（滝本 節君） 福祉事務所長、

７番、松浦議員の質疑にお答えします。 

 議案第２号別冊、平成２３年度宿毛市一般会

計補正予算（第１０号）、４ページの債務負担

行為補正追加に係る宿毛市あったかふれあいセ

ンター事業委託料につきまして、御説明させて

いただきます。 

 債務負担行為補正の内容と限度額についての

御質問でありますが、沖の島地区で実施してお

りますあったかふれあいセンター事業につきま

しては、福祉資源の少ない沖の島で、就学前の

子供から高齢者まで、幅広く利用できる支え合

いの拠点施設として、社会福祉法人高知西南福

祉協会へ業務委託をし、平成２１年１０月から

事業開始してまいりました。 

 本施設につきましては、設置当初より、各方

面からさまざまな御意見をいただきまして、施

設としてもいろいろと模索しながら取り組む中

で、地域に溶け込んでまいりました。 

 本市としましても、平成２１年度から現在ま

での実績等を踏まえ、平成２４年度においても、

だれもが安心して利用できる、支え合いの拠点

施設として、引き続き、あったかふれあいセン

ター事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、平成２４年度からは、高齢者の介護予

防や障害者の集いの場等として、沖の島地区に

加え、宿毛地区にもあったかふれあいセンター

を設置したいと考えております。 

 つきましては、４月からの事業実施に伴い、

現在までの受託者であります社会福祉法人高知

西南福祉協会が、業務の受託ができないとのこ

とで、新たな受託者の選定作業を行う必要があ

るため、今臨時議会に限度額２，０５３万７，

０００円の債務負担行為補正を計上しようとす

るものであります。 

 なお、限度額の２，０５３万７，０００円に

つきましては、沖の島地区に加え、宿毛地区に

もあったかふれあいセンターを設置するための

人件費と、その他の経費を合わせた額となって

おります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中平富宏君） ７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君） 御説明ありがとうござ

います。 
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 御案内のように、２３年度まで、高知県では

４０カ所の実施でありましたけれども、県の調

査によると、２４年度から３５カ所に減るとい

う、これは財政的な部分も多々あろうかという

ふうに思います。 

 そうした中で、宿毛市において、ふやす方向

で取り組んでいくということについて、賛意を

示したいというふうに思います。 

 このあったかふれあいセンターの事業につい

て、今、所長のほうから御説明もありました。

子供たちから高齢者まで、そして障害のある皆

さん方が集って、そしてまたその一日を過ごし

ていくという中で、貴重な、一つの事業であろ

うかというふうに思います。 

 そういった面を考えて、最初にも言いました

ように、財政負担が全額国庫から２分の１、県

と地方自治体という状況でありますけれども、

さらに拡大をしようとしていくこの市政に対し

て賛意を送りながら、質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。 

 私は、議案第３号について質疑をいたします。 

 本日は、新しい年の初議会に、そしてまた市

長も新しくということになっての議会でござい

ます。 

 新しいとは申しましても、沖本市長にとって

は、この議事堂へ５年目にして復帰されたわけ

でございます。選挙戦の中でも、市民目線でと

いうことを強調されておりましたが、ぜひとも

市民の要望にこたえる市政を推進していただき

たいと思います。 

 それでは、本題に入ります。 

 今城議員の質疑と若干重複するかもわかりま

せんが、その点、御容赦願います。 

 議案第３号は、宿毛市特別職の職員の給与並

びに旅費に関する条例の一部を改正する条例案

であります。 

 現職市長の給料月額７９万９，０００円を、

任期中に限り５５万円に引き下げようとするも

のであります。 

 しかし、一方では、期末手当や市長退職金を

発令するときの給料基礎額は、７９万９，００

０円で計算する内容もあります。 

 私は、次の点について、市長に質疑をします。 

 まず、１番目に、市長は先の選挙戦で、７９

万９，０００円の市長給与を５５万円に引き下

げる公約をし、その公約に基づいてこの減額議

案を提出したものと思います。 

 約３１％もの大幅減額をする根拠は何か。市

長給料は、低ければ低いほどよいと考えている

のか。 

 ２番目に、市長給料の５５万円の引き下げは、

当市の副市長や教育長よりも低い額になります。

この引き下げは、副市長や教育長の給料の引き

下げにも連動し、ひいては課長や一般職員の給

料引き下げの世論づくりにつながるおそれもあ

ります。 

 先ほど、質疑での答弁はありましたが、市長

はこういった矛盾に対してどう考えているのか、

お聞きします。 

 ３番目に、この条例案でいう現市長の「在任

中に限り給料月額５５万円」との表現は、次期

再選された後も５５万円と解釈してよいのかど

うか。 

 ４番目に、現市長の在任中のみ給料月額を低

い額にする条例案には、疑問があります。 

 不祥事の責任をとって市長給与を一時的に減

額する条例改定とは、全く別次元であります。 

 給料月額を低い額に改定する必要がある社会

情勢があって、条例改定するのであれば、次期

条例改定まで給料月額はされるべきではないと

思います。現市長引退と同時に、元の７９万９，

０００円に戻すようにしているのはなぜか。 

 ５番目に、この条件改定は、選挙公約に基づ
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き、市長給料月額を５５万円に減額するのだと

思います。同じ条例の中で、期末手当、いわゆ

るボーナスや退職金を計算するときの市長給料

月額は、これまでどおりの７９万円で計算する

としています。 

 市長給料減額で、宿毛市民の審議を得たとす

るならば、すべての基礎給料月額を５５万円に

するべきではないか。期末手当や退職金の基礎

給料月額を５５万円にしない理由をお聞かせ願

いたい。 

 これが私の質疑です。１回目の質疑を終わり

ます。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 浅木議員の質疑にお答

えをいたします。 

 こうして本会議で初めての質疑で、しかも即

答という形でございますので、非常に不十分さ

もあるかもしれませんけれども、その辺も御理

解をいただきまして、お願いをいたしたいとい

うふうに思います。 

 まず、最初の減額の公約として、３１％にな

っているわけであるが、その根拠について示せ

ということでございます。 

 これは、先ほど来ずっと答弁をいたしており

ますけれども、私自身の市長としての職務を全

うするに、この金額で可能であるということで

判断をしたことが根拠だと申し上げます。 

 それから、５５万円に引き下げた場合には、

他の三役の、副市長や教育長さん、あるいは、

さらには一般職員の減額にまでつながるのでは

ないかというふうな危惧をされるというが、ど

うなのかという質疑がございましたけれども、

私としては、この市長の５５万円を減額給与す

ることによりまして、いずれは副市長、あるい

は教育長にもお願いをしたい。それなりの連動

した対応を求めていくという考えでございまし

た。 

 その辺が今後、まだ理解いただけないと申し

ますか、まだそういう状況、副市長まだおられ

ませんので、できない部分あるわけですけれど

も、今後としては、そういう方向でも検討して

いきたいということは考えております。 

 一般職の給料までという形、言われましたけ

れども、今も国政の国家公務員の話とか、議会

での論議とかいろいろございますけれども、私

の特別職の報酬というのは、あくまでも特別職

の報酬に限り、決められる制度でございまして、

一般の職員の皆さん方とは、そのような影響は

与えないと思いますし、そのようなことは、私

は現在、考えておりません。 

 さらに、再選した場合にはどうするのかとい

うことでございますけれども、私はとにかく、

そのことについては全くまだ考えておりません。

この１期４年間を全力で突っ走るという、皆さ

んと連携をして、全力でその市長の職務を全う

するということがすべてでございまして、万が

一という形であれば、当然、それは継続してい

くという考えに間違いはないと思いますけれど

も、そこまで至る状況ではないということでご

ざいます。 

 それから、非常に、減額する場合は、通常は

本人の、あるいは職員等の不祥事等によって減

額される場合があるけれども、このような、現

在のような付記した形での減額は、通常はない

んではないかということでございます。 

 確かに特異な形ではございますけれども、お

聞きいたしますと、土佐清水の場合にも、この

ような形で議会の理解をいただくという、一つ

の手法として、こういう場合もあり得るという

ことでございまして、私のとにかく任期中に限

り、そして理解をいただくならば、三役という

形の皆さんにもお願いをするという方向の中で、

いかに、それぞれ理解をしていただきやすいか、

市民の皆さんにも御理解していただきやすいか、
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そういう形で述べさせていただいております。 

 ５５万円で、ちょっと再質問のほうで、もう

一度、最後の質問について、はっきり御質問を

いただきたい。 

 手当についても、退職金についても、私は現

行の方向で、付記に書きましたような形で対応

するということで、提案をさせていただきまし

た内容でございます。 

 以上、また再質問の中でお答えいたします。 

 ちょっと、具体的に質問してください、また。 

○議長（中平富宏君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） 再質疑をいたします。 

 市長選挙で５５万にするということは、３

１％引き下げで、選挙民といいますか、市民に

とりましては、非常に目玉になるという面が、

私も感じたわけです。 

 この５５万にするとは言いますが、ほかの自

治体との見比べもしてみたのかと。私が５５万

で市長をやれるんだから、これでいいんだとい

う答弁でございますが、他のところは、似たよ

うなところでも、７０万前後でございます。人

口比で見てね。宿毛程度の人口で見て、他の市

の市長は７０万前後と。 

 これを一挙に、やはり５５万円にしてある。

これは、インパクトとしては、非常に大きいか

もわかりませんが、後々に対する影響いうもの

を考えない公約ではなかったのかと、非常に心

配するわけです。 

 私なら５５万でできるが、後の人については、

それでできんかもわからんというおそれがある

から、いわゆる額表の訂正をしてないんだと思

うんですね。 

 ７９万９，０００円という額表そのものは据

え置きになっていると。こういった矛盾した面

があるわけです。 

 そういった面で、この５５万に下げた根拠い

うものを、私ができるからということだけでは

済まされんと思うんですね。何を見てしたのか。 

 例えば、私が今、指摘したような、他の市町

村の動向等を勘案したのかどうかを聞きたいと

思います。 

 それから、２番目の、他への影響ですね。こ

れについても、結局は今の答弁を聞くと、副市

長や教育長についても、同調してもらいたいと

いう意見がございました。 

 もし、今のままやったら、副市長や教育長の

ほうは、市長より上の額になるわけですわね。

それで、市長と同率で減らしたとするならば、

副市長は４７万７，０００円程度になると。教

育長は約４３万円ぐらいになるということにな

るわけです。 

 そういうふうに、現在の課長級よりも低い給

料になっていくわけですね。果たして、こうい

うことから見て、市長は自分がやれるからとい

うことで５５万にしたこと自体にも問題ある。 

 このように、３１％で連動させていくつもり

なのか、どうなのかを聞きたいわけです。 

 それから、３番目に聞いた今後の問題につい

ては、引き続き、次期も当選したなら、市長は

この額でやっていくという答弁がございました

ので、それはそれで受けとめておきます。 

 それから、４番目の問題につきまして、これ

は市長自身、今、答弁で認められたように、特

異な形だということで、土佐清水でも、確かに

前例はあるわけです。 

 果たして市長は、その時々で、選挙公約等で、

その市長のときだけ何％カットします、２０％

カットします、３０％カットします、そういう

やり方がええのか。私はやはり、社会情勢、い

ろんなものすべてを勘案して、市長の給料額表

ごと、かえるようにしていくべきじゃないかと。

だれが市長になっても、それは同じだというこ

とにするべきだと。 

 自分のときだけ減らして、あとはまた７９万
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９，０００円にもんてもかまんよという考えで

は、ある点、無責任やと。 

 これは、５５万にするんだったら、額表それ

自体をそういうふうにして、何もかもすべての

基礎額もするべきだと。 

 これは５番目の質問と連動しますが。これは、

今、市長話あったように、私は７９万９，００

０円を残したい理由を聞いたわけですが、それ

については、明確な答えがなかったわけです。 

 最後にもう一つ、今指摘したように、この議

案については、非常にこういった問題点が多い

わけです。ほかとの、副市長はこれから選ばれ

るわけですが、との協議もなされてないと。こ

れは、拙速に提案し過ぎたんじゃないかと。 

 この内容を庁内でも十分議論して、再度、提

出する。本来なら、今回はこの議案を取り下げ

て、やはりもっと全体を考えた内容で提案すべ

きじゃないかと思いますが、この点について再

度お聞きします。 

○議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（沖本年男君） 浅木議員の再質疑にお

答えをいたします。 

 私の今回、提出しました議案によりまして、

その５５万円にするということは、これから連

動していくのかということでございますけれど

も、現時点では、その副市長あるいは教育長の

ほうに、そのような要請をし、対応をしていき

たいというふうには考えております。 

 ちょっと、答弁が逆になりましたけれども、

他市町村との比較等で、非常に問題があるので

はないかと。一時的に、今、宿毛市長だけがこ

ういう形でやるのは、矛盾があるのではないか。

あるいは、後々受け継いでいく市長としても、

おかしいのではないか。しかも、自分ならでき

るというふうな考え方は、どうしても問題があ

るというふうな指摘もいただきました。 

 これは、それぞれ、個人個人の考え方、それ

はあるのかもしれませんけれども、私にとりま

しては、今回の議案提出が、公約のときに申し

上げておりました、最初から私は文書として、

給与は５５万円にするという形で、私の政策チ

ラシにはなりましたけれども、私は口頭で申し

上げているとき、あるいはほかの皆さんとお話

するときには、いわゆる給料に限りという限定

をして、５５万円という形で、ずっと公約とし

て、自分はそのように認識もしておりましたし、

このような形で、今後、やっていく方向で検討

したいというふうに考えております。 

 そうした中で、その時々それぞれの判断でや

るのはおかしいんじゃないかという指摘もござ

いましたけれども、質疑もございましたけれど

も、やはりその時その時の政治情勢というのが

バックにあるわけでございまして、私はそれぞ

れ、その地域、その時代、いろんな市民や皆さ

んの要求を的確にとらえて、対応していくとい

う場合には、このような形での提案というもの

を、私は今まで、清水でもございましたし、今

回も、私はこういう形で残していくことに、方

向でやることに、問題ないんじゃないかという

ふうに考えております。 

 先ほど、７９万９，０００円、こういう形の

まま、今後も残すのかということですけれども、

これについては、今後、先ほどの質疑もお答え

いたしましたように、報酬等審議会に諮問をい

たしまして、的確な金額を提示し、的確と申し

ますか、いわゆる平均的な形での、とりあえず

市長としての提案をさせていただいて、そうい

う特出した金額にならないという形で、今後検

討したいというふうに思います。 

 ほかの市町村を含めて、報酬等審議会を、例

えば年１回開くなりして、報酬等を決めてきた

経緯がありますけれども、先ほど、指摘もござ

いましたように、平成１７年から報酬等審議会

は開かれておりません。 
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 ですから三役も含め、あるいは議員の皆さん

方の報酬等についても、そのような、平均から

見たら、高い数値になっているという形が存在

をいたしている、そういう状況でございます。 

 議員さんのことについては、それは議会みず

から決めていくことでございますので、私はこ

こでとやかく言う、内容を挟むつもりはござい

ませんけれども、私たちのこの特別職の三役等

については、そのように考えております。 

 非常に拙速過ぎるのではないかということも

ございました。ただ、選挙の公約として訴えた、

とにかく給料を５５万に減額するということに

ついては、選挙後の最初の本会議が招集される

わけでございますから、そこに提案をするとい

うのは、私は当然、市民が求めていることでは

ないかなというふうに思います。 

 こういう、非常に全体として整合性のない形

の議案であるから、取り下げを考えるべきでは

ないかと指摘もございました。その辺について

は、今の段階で、私は取り下げるつもりはござ

いませんけれども、さまざま、皆さんともいろ

んな議論をしていただいて、自分としても、自

分の中に自覚として、そういう形のものが認識、

きちっと位置づけが確認したならば、当然、い

ろんな方向が、今後と申しますか、今回のこの

提案についてもあろうかと思いますけれども、

現状は、今、こうして皆さんに御審議を願いた

いと、この方向でお願いをしたいということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平富宏君） ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） この問題での市長と私

の考え方には、大きな乖離があります。特に今、

答弁あった政治情勢によって、市長給料を変え

ていくということですね。こういう選挙のたん

びに引き下げ合戦をして、低いほうが勝ってい

くと。低にしようか言うたら選挙に勝てると、

こういうやり方が、果たして本当に正しいのか。 

 やはり、本当に優秀な人材を選ぶためには、

ある一定の、その役に合うた報酬というものは

必要であると考えるわけです。 

 私はこういう引き下げ、選挙のたびに公約で

引き下げ合戦をすることについては疑問がある。 

 これは、市長と私の考えの違いでございます

ので、一般質問じゃないので、これ以上はもう

議論しません。 

 以上で私の質疑を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１１時３５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時５１分 再開 

○議長（中平富宏君） 引き続き、会議を開き

ます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりまして、

あらかじめこれを延長いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案３件につ

いては、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号から議案第３号まで」

の３議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより「議案第１号」について、討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１号」を採決いたします。 

 本案は、これに同意することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって「議案第１号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

 これより、「議案第２号」について討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第２号」を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２号」は、原案のとおり可決

されました。 

 「議案第３号」に対しては、野々下昌文君ほ

か６名から、修正の動議が提出されました。 

 この際、提出者の説明を求めます。 

 ６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君） ６番、野々下昌文で

ございます。 

 それでは、議案第３号、宿毛市特別職の職員

の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正す

る条例について、修正案を提出するに当たりま

して、提案理由の説明をいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、

給料月額を任期中に限り５５万とする。ただし、

期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる

給料月額は、同表に掲げる７９万９，０００円

とするという内容であります。 

 沖本市長は、選挙期間中に、本市の市長給料

は高過ぎるので、約３０％をカットし、月額５

５万とすると公約をしております。 

 社会通念上、期末手当、退職金の算出の基礎

となる金額は、当然５５万の月額給料以外に存

在しないはずであります。多くの市民も、その

ように受け取っておると考えております。 

 したがって、給料月額を５５万とするのであ

れば、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎

となる給料月額も５５万とするべきであります。 

 よって、議案第３号、宿毛市特別職の職員の

給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する

条例中、附則第１項のただし書をすべて削除し、

５５万を期末手当、退職金の算出の基礎とする

よう、修正をしようとするものであります。 

 同僚議員の御賛同を求め、以上で提案理由の

説明を終わります。 

○議長（中平富宏君） これにて、提出者の説

明は終わりました。 

 これより、修正案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第３号」に対して、野々下

昌文君ほか６名から提出された修正案について、

採決いたします。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって、本修正案は可決されました。 
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 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案

について、討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ８番浅木 敏君。 

○８番（浅木 敏君） ８番議員の浅木です。

ただいまから討論を行います。 

 私は、議案第３号の現時点での可決について

は、反対する立場から討論します。 

 この議案は、質疑でも議論を重ねてきたよう

に、市長の給料を引き下げるための条例改正議

案であります。 

 提案内容は、現在７９万９，０００円の市長

給料を、現市長の在任中だけ５５万円に引き下

げようとするものであります。 

 この議案には、質疑で指摘したように、幾つ

かの問題があります。 

 まず、１番に引き下げ幅の問題であります。

現市長は、３１％、月額２４万９，０００円も

の市長給料引き下げを選挙公約にしていました。

その公約を実行するため、条例の改定をせざる

を得なくなったのであります。 

 現在の高知県内の市長の給料を見ても、人口

約１万９，６００人の安芸市が７３万１，００

０円、人口約２万４，６００人の須崎市が７３

万８，０００円であります。 

 このことから見て、宿毛市の７９万９，００

０円を、ある程度引き下げることは必要かと思

われますが、一挙に５５万円まで引き下げるの

は、異常な提案と言わざるを得ません。 

 市長給料の大幅引き下げによって、副市長や

教育長の給料のほうが高くなるという矛盾が生

じます。このことによって、副市長や教育長の

給料引き下げに連動されることが、先ほどの質

疑でも明らかになりました。 

 また、市職員の給料引き下げの世論にも影響

を与える心配もあります。 

 ３番目に、この条例改定案は、現市長在任中

のみの給料月額引き下げとなっています。そし

て、条例改定の発端は、選挙公約という現市長

の個人的理由であります。 

 不祥事等による引責でもないのに、現市長の

個人的理由で条例を改定するのは、問題があり

ます。市長給料等を改定する条例は、社会情勢

の変化などに基づき改定するものであって、次

期条例改定までは、だれが市長になっても同一

の適用を受けるべきであります。 

 この３点以外にも、先ほど修正されましたが、

退職金や期末手当計算の基礎月額を、削減前の、

減額前の７９万９，０００円にするなど、この

条例案には多くの矛盾や問題点があります。 

 このため、この条例提案は取り下げ、再検討

をするべきではないかと質疑をしたところでご

ざいます。 

 私は、もしこの議案を議決に付するなら、今

回は否決するべきであることを皆さんに呼びか

け、討論を終わります。 

○議長（中平富宏君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（中平富宏君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより、ただいま修正議決した部分を除く

原案について、採決いたします。 

 修正部分を除くそのほかの部分については、

原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（中平富宏君） 起立多数であります。 

 よって、修正議決した部分を除くそのほかの

部分は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、今期臨時会の日程はすべて議了いた

しました。 

 これにて、平成２４年第１回宿毛市議会臨時
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会を閉会いたします。 

午後 ４時０６分 閉会 
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第 ２号 平成２３年度宿毛市一般会計補正予算について １月３１日 原案可決 

第 ３号 
宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する

条例の一部を改正する条例について 
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